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船舶事故調査報告書 

 

 平成２４年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年５月６日（金） １２時３０分ごろ～１２時５０分ごろ

の間） 

発生場所 
 

熊本県宇城
う き

市大田尾
お お た お

漁港沖 

 上天草市所在の三角灯台から真方位０５５°２.３海里付近 

（概位 北緯３２°３８.９′ 東経１３０°２８.９′） 

事故調査の経過  平成２３年５月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート 匠
たくみ

、６.３４トン 

 ２９３－２３２２３熊本、個人所有 

 １１.１９ｍ（Lr）×２.３１ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１６１.８１kＷ、昭和５４年１１月  

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２２年３月１２日 

  免許証交付日 平成２２年３月１５日 

         （平成２７年３月１４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、大田尾漁港沖の釣

り場に到着し、水深が約２０～２５ｍのところに錨を入れて錨索を右舷船

尾部に係止したのち、釣りを行った。 

 船長は、平成２３年５月６日１２時３０分ごろ、釣りを終えて帰航する

ことにし、船首甲板で釣り具を片付けたのち、操舵室に入って機関を始動

した。 

同乗者は、右舷船尾甲板で揚錨の準備を始め、船長が揚錨しやすいよう

に機関を後進にかけてくれるものと思って待っていた。 

同乗者は、機関が始動したのちも後進がかからないので、操舵室を見た

ところ、船長の姿が見当たらず、１２時５０分ごろ、右舷側の海面で溺れ

そうになっていた船長を発見し、クーラーボックスを投げ込んだが、船長

は、クーラーボックスをつかむことができなかった。 

同乗者は、本船を操縦し、後進して錨を外したのちに船長に接近したと

ころ、船長がうつ伏せの状態で顔が海に浸かっていたので、フックを船長
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の上着に掛けて引き揚げようとしたが、引き揚げることができなかった。 

同乗者は、海上保安庁へ通報し、巡視船が到着するまでフックで船長が

沈まないように支えていた。 

船長は、海上保安庁の巡視船に引き揚げられて大田尾漁港に向かい、救

急車で病院へ搬送されて死亡が確認され、溺水と検案された。 

本船は、同乗者が操船して熊本県三角港に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 なし 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 船長は、健康状態が良好であり、本船で週に２～３回釣りに出掛けてい

た。 

本船の操舵室は、左右に出入口があり、操縦席が右舷側にあって舵輪や

操縦ハンドルが設置されていた。 

本船は、本事故当時、左右の出入口がいずれも開放されており、操縦ハ

ンドルは、同乗者が本船を後進させる前には中立の状態となっていた。 

本船では、操舵室左右の甲板通路が狭いためにブルワークの上を歩いて

移動しており、左舷側のブルワーク上には滑り止めを付けていたが、右舷

側のブルワーク上には滑り止めを付けていなかった。 

本船の甲板上は、本事故当時、釣った魚を洗うために海水を流していた

ので、濡れていた。 

本船は、本事故後、船首甲板に置いていたビニール製のバケツがなくな

っていた。 

船長は、釣り用のベスト及びウインドブレーカーのズボンを着用して運

動靴を履いていた。 

船長は、泳げなかったが、救命胴衣を着用していなかった。 

同乗者は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

なし 

なし 

 船長の死因は、溺水であった。 

本船は、大田尾漁港沖において錨泊中、船長

が、１２時３０分ごろ機関を始動したのち、１２

時５０分ごろ右舷側の海面で発見されたことか

ら、この間において落水した可能性があると考え

られる。 

船長は、本船の右舷側の海面で発見されたこと

から、操舵室で機関を始動したのち、操舵室から

出て本船の右舷側を移動中に足を滑らせて落水し

た可能性があると考えられるが、落水した状況を

明らかにすることはできなかった。 

船長は、落水して溺水したものと考えられる

が、溺水に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

原因 本事故は、本船が、大田尾漁港沖において錨泊中、船長が落水したこと

により発生したものと考えられる。 
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参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・暴露甲板で作業を行う場合には、救命胴衣を必ず着用すること。 

 




